
瑕
疵
担
保
責
任
の
比
較
法
的
考
察
（
一
）

｜
｜
日
本
・
フ
ラ
ン
ス
・
Ｅ
Ｕ
｜
｜

野

澤

正

充

序

章

本
稿
の
課
題
と
対
象

第
一
章

日
本
法
⑴
｜
｜
法
定
責
任
説
と
判
例
法
の
形
成

第
一
節

起
草
者
の
見
解
と
そ
の
評
価
（
以
上
本
号
）

第
二
節

法
定
責
任
説
の
形
成

第
三
節

大
審
院
大
正
一
四
年
判
決
と
そ
の
評
価

第
四
節

最
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
の
理
解

第
二
章

日
本
法
⑵
｜
｜
債
務
不
履
行
責
任
説
の
台
頭
と
展
開

第
三
章

フ
ラ
ン
ス
法
⑴
｜
｜
一
九
八
六
年
ま
で

第
四
章

フ
ラ
ン
ス
法
⑵
｜
｜
一
九
八
六
年
以
降

第
五
章

総
括
と
展
望

改丁
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序
章

本
稿
の
課
題
と
対
象

一

瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
｜
｜
民
法
の
規
定

売
買
契
約
に
基
づ
い
て
買
主
に
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
に
欠
陥
が
あ
っ
た
場
合
に
、
買
主
は
、
売
主
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
の
場
合
に
適
用
さ
れ
う
る
民
法
の
制
度
は
、
錯
誤
（
九
五
条
）
を
除
く
と
、
債
務
不
履
行
責
任
（
四
一

五
条
）
と
瑕
疵
担
保
責
任
（
五
七
〇
・
五
六
六
条
）
の
二
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
制
度
に
は
、
明
文
上
、
以
下
の
よ
う
な
違
い
が

認
め
ら
れ
る
。

第
一
に
、
買
主
が
売
主
に
対
し
て
債
務
不
履
行
責
任
を
問
う
た
め
に
は
、
債
務
者
（
売
主
）
の
「
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
が
要
件

と
さ
れ
る
（
四
一
五
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
売
主
の
帰
責
事
由
を
要
件
と
せ
ず
、
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。

第
二
に
、
効
果
と
し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
で
は
、
①
解
除
権
（
五
四
一
条
）、
②
損
害
賠
償
請
求
権
（
四
一
五
条
）
の
ほ
か
、
③
完

全
履
行
請
求
権
（
瑕
疵
修
補
請
求
権
・
代
物
請
求
権
）
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
場
合
に
は
、
①
と
②
し
か

認
め
ら
れ
ず
（
五
七
〇
・
五
六
六
条
一
項
）、
③
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
請
負
契
約
に
お
い
て
、
仕
事
の
目
的

物
に
瑕
疵
が
あ
る
と
き
に
、
注
文
者
が
請
負
人
に
対
し
、「
そ
の
瑕
疵
の
修
補
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
六
三
四
条
一
項
）
の
と

は
、
対
照
的
で
あ
る
。

第
三
に
、
右
の
①
解
除
を
す
る
た
め
に
は
、
債
務
不
履
行
責
任
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、「
相
当
の
期
間
を
定
め
て
催
告
」
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
四
一
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
基
づ
く
解
除
で
は
、
催
告
は
不
要
で
あ
る
（
無
催
告
解

除
）。
ま
た
、
瑕
疵
担
保
責
任
で
は
、
買
主
が
そ
の
瑕
疵
の
た
め
に
「
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
に
限
っ

て
解
除
が
認
め
ら
れ
る
（
五
六
六
条
一
項
）
の
に
対
し
、
債
務
不
履
行
責
任
の
解
除
に
は
、
こ
の
よ
う
な
要
件
が

１
）

な
い
。
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第
四
に
、
以
上
の
権
利
の
行
使
期
間
は
、
債
務
不
履
行
責
任
で
は
一
〇
年
で
あ
る
（
一
六
七
条
一
項
。
な
お
、
商
五
二
二
条
｜
五
年
）

の
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
で
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
で
あ
る
（
五
七
〇
・
五
六
六
条

２
）

三
項
）。

そ
し
て
第
五
に
、
明
文
は
な
い
が
、
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
、
債
務
不
履
行
責
任
の
場
合
に
は
履
行
利
益
の
賠
償
が
認
め
ら
れ

る
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
で
は
、
履
行
利
益
の
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
多
い
。
そ
の
実
質
的
な
理
由
と
し
て
は
、
第
一
の

点
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
の
担
保
責
任
は
無
過
失
責
任
で
あ
る
か
ら
、
履
行
利
益
の
賠
償
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と

３
）

す
る
。

右
の
よ
う
な
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
の
相
違
は
、
な
ぜ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
両
制
度
の
論
理

的
な
関
係
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
法
定
責
任
説
と
債
務
不
履
行
責
任
説
（
契
約
責
任
説
）
と

が
対
立
し
て
い
る
。

二

日
本
法
｜
｜
法
定
責
任
説
と
債
務
不
履
行
責
任
説

⑴

法
定
責
任
説

や
や
教
科
書
的
な
ま
と
め
で
は
あ
る
が
、
両
見
解
の
基
本
的
な
主
張
を
概
観
す
る
。

ま
ず
、
大
正
期
以
降
の
通
説
的
見
解
（
法
定
責
任
説
）
は
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
、
五
七
〇
条
を
法
が
特
に
認
め
た
責
任
で
あ

る
と
し
た
。
こ
の
法
定
責
任
説
に
も
、
後
述
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
主
要
な
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責

任
の
適
用
領
域
が
、
特
定
物
、
と
り
わ
け
不
代
替
的
な
特
定
物
の
売
買
に
限
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
い
う
特
定
物
と
は
、
具
体
的
な

取
引
に
お
い
て
、
当
事
者
が
物
の
個
性
に
着
目
し
て
取
引
し
た
物
で
あ
り
、
物
の
個
性
に
着
目
せ
ず
、
単
に
種
類
と
数
量
の
み
に
よ
っ

て
取
引
を
し
た
不
特
定
物
に
対
応
す
る
。
他
方
、
不
代
替
物
は
、
代
替
物
に
対
応
す
る
概
念
で
あ
り
、
当
事
者
の
意
思
で
は
な
く
、
物

の
客
観
的
性
質
に
よ
っ
て
代
替
性
の
な
い
物
で
あ
る
。
例
え
ば
、
土
地
や
芸
術
品
は
一
般
に
不
代
替
物
で
あ
り
、
そ
の
取
引
に
際
し
て
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は
、
当
事
者
が
任
意
に
目
的
物
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
法
定
責
任
説
が
五
七
〇
条
の
対
象
と
す
る
特
定
物
と
は
、
そ

の
中
で
も
不
代
替
的
な
性
質
を
有
す
る
物
で

４
）

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
売
主
は
完
全
な
物
を
給
付
す
べ
き
債
務
を
負
い
、
給
付
し
た
物
に
少
し
で
も
瑕
疵
が

あ
れ
ば
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
債
務
不
履
行
責
任
（
不
完
全
履
行
）
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
代
替
的
特

定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
、
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
債
務
の
履
行
が
部
分
的
に
不
可
能
（
原
始
的
一
部
不
能
）
で

あ
り
、
売
主
は
瑕
疵
の
な
い
完
全
な
物
を
給
付
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
売
主
が
契
約
で
定
め
ら
れ
た
物
を
給
付
す
れ

ば
、
債
務
の
履
行
は
完
了
し
、
債
務
不
履
行
責
任
の
問
題
を
生
じ
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
買
主
が
、
売
買
代
金
に
見
合
う

だ
け
の
品
質
を
有
し
た
物
の
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
五
七
〇
条
は
、
売
買
の
有
償
性
に
鑑
み
、
瑕
疵
を
知
ら
な

か
っ
た
買
主
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
法
が
特
に
認
め
た
責
任
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

こ
の
法
定
責
任
説
（
柚
木
）
に
よ
る
瑕
疵
担
保
と
債
務
不
履
行
の
両
責
任
の
適
用
領
域
を
図
示
す
る
と
、
図
①
と
②
の
よ
う
に
な

る
。⑵

債
務
不
履
行
責
任
説

右
の
法
定
責
任
説
に
対
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
統
一
商
法
典
や
ハ
ー
グ
国
際
動
産
売
買
統
一
法
な
ど
の
国
際
的

動
向
を
背
景
に
主
張
さ
れ
た
の
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
特
定
物
の
売

買
に
お
い
て
、
売
主
の
瑕
疵
な
き
物
の
給
付
義
務
を
否
定
す
る
法
定
責
任
説
を
、
そ
れ
が
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
で
あ
る
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
の
あ
る
物
で
も
引
き
渡
せ
ば
、「
法
律
的
に
は
売
主
の
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
、
と

い
う
の
は
、
常
識
的
に
は
理
解
し

５
）

難
い
」。
そ
し
て
、
法
定
責
任
説
に
よ
れ
ば
、
特
定
物
の
買
主
の
売
主
に
対
す
る
瑕
疵
修
補
請
求
権

が
否
定
さ
れ
る
が
、
た
と
え
不
代
替
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
瑕
疵
の
修
補
が
可
能
な
場
合
も
あ
り
、
売
主
に
修
補
を
認
め
る
方
が
妥
当

な
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
債
務
不
履
行
責
任
説
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
売
買
に
関
す
る
債
務
不
履
行
責
任
の
特
則
で
あ
る
と
解
し
、

36

立教法学 第73号（2007)



目
的
物
が
特
定
物
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
適
用
さ

れ
、
そ
こ
に
規
定
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
債
務
不
履

行
責
任
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
具
体

的
に
は
、
①
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
も
、
可
能
な
限

り
、
買
主
の
完
全
履
行
請
求
権
を
認
め
、
②
売
主
も
修

補
権
を
有
し
、
③
損
害
賠
償
の
範
囲
も
、
通
常
の
債
務

不
履
行
と
同
じ
く
四
一
六
条
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
た
だ

し
、
④
買
主
の
有
す
る
権
利
は
、
瑕
疵
の
存
在
を
知
っ

た
時
か
ら
一
年
以
内
に
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と

６
）

す
る
。

⑶

近
時
の
債
務
不
履
行
責
任
説

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
債
務
不
履
行
責
任
説
で

は
、
債
務
不
履
行
責
任
の
ほ
か
に
、
な
ぜ
瑕
疵
担
保
責

任
が
規
定
さ
れ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、「
瑕
疵
担
保

責
任
の
債
務
不
履
行
責
任
一
般
に
対
す
る
特
則
性
は

７
）

何
か
」、
が
改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
問

い
に
対
し
て
、
一
つ
の
明
快
な
論
理
的
解
決
を
提
示
し

た
の
が
、
一
九
八
九
年
に
公
に
さ
れ
た
森
田
宏
樹
教
授

の
論
文
で
あ

８
）

っ
た
。
森
田
教
授
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説

図① 法定責任説（柚木）による瑕疵担保と債務不履行の適用領域

図②

不代替的特定物――――――瑕疵担保責任（570条）

法定責任説
(柚木)

代替的特定物・不特定物――債務不履行責任（415条）
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（
時
的
区
分
説
）
に
な
ら
っ
て
、
右
の
問
題
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
買
主
に
よ
る
目
的
物
の
「
受
領
」
は
、
売
主
に
と

っ
て
は
債
務
の
消
滅
原
因
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
は
債
務
不
履
行
責
任
を
免
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
物
に
「
隠
れ

た
」
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
受
領
時
に
買
主
は
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
例
外
的
に
受
領
後
も
債
務
不
履

行
責
任
を
一
年
間
に
限
っ
て
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
こ
れ
が
瑕
疵
担
保
責
任
で
あ
る
と

９
）

す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
瑕
疵
担
保

責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
は
同
質
で
あ
り
、
買
主
に
よ
る
受
領
時
を
基
準
と
し
て
区
別
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

右
の
見
解
は
、
有
力
な
教
科
書
に
「
判
例
と
の
乖
離
が
少
な
く
、
か
つ
、
解
釈
論
と
し
て
も
説
得
的
」
で
あ
る
と
し
て
支
持

10
）

さ
れ
、

今
日
で
は
、
こ
れ
に
与
す
る
見
解
も
少
な
く

11
）

な
い
。

⑷

日
本
法
に
お
け
る
問
題
の
所
在

以
上
の
法
定
責
任
説
と
債
務
不
履
行
責
任
説
は
、
現
実
の
解
決
に
お
い
て
は
差
異
が
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
、
と
の
指
摘
も
な
さ

れ
て

12
）

い
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
適
切
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
見
解
の
中
心
的
な
対
立
点
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
債
務
不
履
行
責
任
説
が
提
唱
さ
れ
た
当
時
は
、「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
認
め
る
か
否

か
が
主
要
な
論
点
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
は
売
主
の
瑕
疵
な
き
物
の
給
付
義
務
が
な
い
こ
と

を
前
提
に
、
特
定
物
に
つ
い
て
は
法
定
責
任
で
あ
る
瑕
疵
担
保
責
任
を
適
用
し
、
不
特
定
物
に
つ
い
て
は
債
務
不
履
行
責
任
で
対
処
し

よ
う
と
す
る
法
定
責
任
説
と
、
こ
の
よ
う
な
対
象
に
よ
る
区
別
を
否
定
し
、
特
定
物
と
不
特
定
物
と
を
問
わ
ず
に
両
制
度
が
適
用
さ
れ

る
と
す
る
債
務
不
履
行
責
任
説
と
が
対
立
し
た
。
し
か
し
、「
特
定
物
の
ド
グ
マ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
、
瑕
疵
担
保
責
任

を
債
務
不
履
行
責
任
と
し
て
構
成
す
べ
き
こ
と
を
意
味
」
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
特
定

物
の
ド
グ
マ
を
否
定
し
、
売
主
が
瑕
疵
の
な
い
目
的
物
の
給
付
義
務
を
負
う
と
し
て
も
、
そ
の
違
反
は
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
要
件
と

す
る
債
務
不
履
行
責
任
の
問
題
と
な
り
、
無
過
失
責
任
で
あ
る
瑕
疵
担
保
責
任
を
適
用
す
る
こ
と
に
「
合
理
的
根
拠
」
が
な
い
か
ら
で

13
）

あ
る
。
そ
こ
で
、
森
田
教
授
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
め
ぐ
る
学
説
上
の
争
点
は
、「『
特
定
物
の
ド
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グ
マ
』
の
採
否
を
基
軸
と
す
る
法
定
責
任
説
と
契
約
責
任
説
と
い
う
対
立
図
式
」
で
は
な
く
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
「
無
過
失
責
任
で
あ

る
が
ゆ
え
に
債
務
不
履
行
責
任
と
は
異
な
る
責
任
原
理
に
根
拠
を
置
く
特
殊
な
責
任
で
あ
る
と
考
え
る
か
否
か
」
に
重
点
が
推
移
し
て

い
る
と

14
）

す
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
（
第
一
節
）、
法
定
責
任
説
に
お
い
て
も
、
特
定
物
の
み
な
ら
ず
、
不
特
定
物
に
も
瑕
疵
担
保
責

任
の
適
用
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、
右
の
よ
う
に
、「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
を
否
定
し
つ
つ
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
無
過
失
責
任

で
あ
る
と
し
、
こ
れ
と
過
失
責
任
主
義
に
立
脚
す
る
債
務
不
履
行
責
任
と
を
対
置
さ
せ
る
見
解
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
法
定
責

任
説
と
債
務
不
履
行
責
任
説
の
対
立
は
、
結
局
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
二
元
的
に
構
成
す
る
（
法
定
責
任
説
）

か
、
そ
れ
と
も
両
責
任
の
同
質
性
を
認
め
て
一
元
的
に
構
成
す
る
（
債
務
不
履
行
責
任
説
）
か
、
と
い
う
問
題
に
還
元
さ
れ

15
）

よ
う
。
そ

し
て
、
債
務
不
履
行
責
任
説
、
と
り
わ
け
森
田
教
授
の
提
唱
す
る
時
的
区
分
説
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
「
買
主
の
弁
済
受
領
後
に
も
特

に
認
め
ら
れ
た
債
務
不
履
行
責
任
」
で
あ
る
と
し
、「
隠
れ
た
瑕
疵
」
と
一
年
の
期
間
制
限
以
外
の
「
要
件
及
び
効
果
は
、
す
べ
て
債

務
不
履
行
の
一
般
原
則
の
適
用
に
よ
る
」
と

16
）

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
は
、
両
責
任
が
そ
の
法
的
性
質
に

お
い
て
完
全
に
同
質
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
債
務
不
履
行
責
任
に
お
け
る
「
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
の
要
件
を

再
構
成
す
べ
き
こ
と
と
な

17
）

ろ
う
。

三

フ
ラ
ン
ス
法
｜
｜
二
元
説
と
一

18
）

元
説

⑴

二
元
説
に
よ
る
伝
統
的
な
理
解

右
の
森
田
教
授
の
見
解
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
有
力
な
見
解
で
あ
る
時
的
区
分
説
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
日
、
瑕

疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
を
論
じ
る
に
際
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
理
解
が
不
可
欠
で

19
）

あ
る
と
解
さ
れ
る
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
で
は
、
売
主
に
よ
っ
て
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
売
買
契
約
で
定
め
ら
れ
た
品
質
・
性
能
を
有
し
て
い
な
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い
場
合
の
買
主
に
、
次
の
三
つ
の
救
済
手
段
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
目
的
物
の
本
質
に
か
か
わ
る
錯
誤
に
よ
る
無
効
訴

権
（
一
一
一
〇
条
）、
②
引
渡
債
務
の
不
履
行
に
基
づ
く
解
除
訴
権
（
一
一
八
四
条
）
お
よ
び
損
害
賠
償
訴
権
（
一
一
四
七
条
）、
③
隠
れ

た
瑕
疵
に
基
づ
く
瑕
疵
担
保
訴
権
（
一
六
四
一
条
以
下
）
で

20
）

あ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
と
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、

こ
れ
ら
三
つ
の
救
済
手
段
の
適
用
領
域
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
長
い
間
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
②

と
③
の
区
別
は
、
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
引
渡
債
務
は
、
単
な
る
目
的
物
の
物
理
的
な
引
渡
し
を
意
味
す
る
の

で
は
な
く
、
目
的
物
の
性
質
が
契
約
に
適
合
す
る
か
否
か
を
も
問
題
と
す
る
概
念
で
あ
り
、
同
じ
く
目
的
物
の
適
合
性
を
保
障
す
る
瑕

疵
担
保
責
任
と
、
そ
の
基
盤
に
お
い
て
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
引
渡
債
務
の
不
履
行
責
任
と
の
区
別
が

問
題
と
な
り
、
伝
統
的
に
は
、「
瑕
疵
」
概
念
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
決
が
図
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
と
は
、

目
的
物
の
変
質
・
損
傷
な
ど
の
客
観
的
な
欠
陥
の
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
よ
う
な
欠
陥
は
な
い
が
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
合
意
さ

れ
た
物
と
異
な
る
場
合
と
は
区
別
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
③
一
六
四
一
条
以
下
の
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
瑕
疵
に
関
す
る
法
制
度
で

あ
り
、
目
的
物
が
契
約
に
適
合
し
な
い
場
合
は
、
②
引
渡
債
務
の
不
履
行
ま
た
は
①
目
的
物
の
本
質
の
錯
誤
に
よ
っ
て
買
主
が
救
済
さ

れ
、
②
と
③
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て

21
）

き
た
。

右
の
よ
う
な
伝
統
的
な
二
元
説
を
支
持
す
る
見
解
は
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
で
も
多
数
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ル
ヴ
ヌ
ー
ル
教
授
は
、
②

適
合
性
の
欠
如
と
③
瑕
疵
と
の
区
別
は
困
難
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
③
瑕
疵
と
①
本
質
の
錯
誤
の
区
別
が
難
し
い
と

22
）

す
る
。
そ
し
て
、

瑕
疵
と
引
渡
債
務
（
適
合
性
）
の
不
履
行
と
の
区
別
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
隠
れ
た
瑕
疵
は
、
物
を
そ
の
定
め

ら
れ
た
用
法
に
不
適
切
な
も
の
と
す
る
欠
陥
で
あ
り
、
他
方
で
、
適
合
給
付
義
務
の
違
反
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
物
が
注
文
に
よ
り
特
定

さ
れ
た
と
こ
ろ
に
対
応
し
て
い
な
い
と
き
に
認
め
ら
れ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
赤
い
フ
ェ
ラ
ー
リ
の
売
買
契
約
を
例
に
、
黄
色
の
フ

ェ
ラ
ー
リ
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
引
渡
債
務
の
不
履
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
赤
の
フ
ェ
ラ
ー
リ
が
引
き
渡
さ
れ
た
も
の
の
塗
装
が

不
完
全
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
塗
装
が
は
が
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
隠
れ
た
瑕
疵
が
問
題
と
な
る
と

23
）

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
伝
統
的
な
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二
元
説
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
区
別
は
あ
い
ま
い
で
は
な
く
、「
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

24
）

き
る
」
と
さ
れ
る
。

⑵

時
的
区
分
説
と
判
例
の
転
回

右
の
二
元
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
区
別
に
従
っ
て
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
い
ず
れ
も
債
務
不
履
行
の
一
場
合
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
の
見
解
（
機
能
説
）
が
有
力
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
二
元

的
に
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
、
そ
の
共
通
す
る
基
盤
で
あ
る
目
的
物
の
「
適
合
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
一
元
的
に
理
解
し
、

そ
の
区
別
を
時
的
区
分
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
が
隠
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、「
受
領
時
を
基
準

と
す
る
『
引
渡
債
務
』
の
不
履
行
訴
権
と
瑕
疵
担
保
訴
権
と
の
『
時
的
区
分
』
を

25
）

行
う
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
破
毀
院
も
、
こ
の
一
元

説
の
影
響
を
受
け
、
一
九
八
六
年
二
月
七
日
の
二
つ
の
全
部
会
（
大
法
廷
）
判
決
に
お
い
て
、
瑕
疵
担
保
訴
権
の
短
期
の
出
訴
期
間
の

制
限
を
定
め
た
民
法
典
一
六
四
八
条
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
に
、
隠
れ
た
瑕
疵
の
存
在
す
る
物
は
契
約
に
適
合
し
な
い
（n

o
n
co
n
-

fo
rm
ite

o
u d

efa
u
ts d

e co
n
fo
rm
ite

）
物
で
あ
る
と
解
し
、
三
〇
年
の
消
滅
時
効
（
二
二
六
二
条
）
に
か
か
る
引
渡
債
務
の
不
履
行
に

基
づ
く
訴
権
（
一
一
八
四
条
）
を
認

26
）

め
た
。
し
か
し
、
こ
の
全
部
会
判
決
に
対
し
て
、
学
説
の
多
く
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
し
た
。

す
な
わ
ち
、
判
旨
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
瑕
疵
担
保
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
が
す
べ
て
引
渡
債
務
の
不
履
行
責
任
の
問
題
に
解
消
さ

れ
、
一
六
四
一
条
以
下
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
規
定
が
無
用
な
も
の
と
な
り
、
民
法
典
の
体
系
に
反

27
）

す
る
。
そ
こ
で
破
毀
院
も
、
こ
の
よ

う
な
学
説
の
批
判
を
容
れ
、
二
元
説
へ
と
そ
の
立
場
を
転
回
し
た
。
す
な
わ
ち
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
一
九
九
三
年
五
月
五
日
判
決

（D
. 1993,

p
. 506

n
o
te A

.
B
en
a
b
en
t

）
は
、「
隠
れ
た
瑕
疵
と
は
、
物
を
そ
の
通
常
の
用
途
に
適
さ
な
い
も
の
と
す
る
欠
陥
で
あ
り
、

契
約
責
任
（
債
務
不
履
行
）
訴
権
で
は
な
く
、
民
法
典
一
六
四
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
た
条
項
に
基
づ
く
担
保
訴
権
を
認
め
る
も
の
で

あ
る
」
と
判
示
し
、
引
渡
債
務
の
不
履
行
を
主
張
し
て
一
六
四
八
条
の
期
間
制
限
に
服
し
な
い
と
し
た
当
事
者
（
買
主
）
の
上
告
を
棄

却
し
た
。
そ
し
て
破
毀
院
は
、
こ
の
一
九
九
三
年
に
相
次
い
で
二
元
説
に
立
脚
す
る
判
決
を
公

28
）

に
し
、
そ
の
後
も
同
じ
立
場
を
維
持
し

て

29
）

い
る
。
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⑶

Ｅ
Ｕ
法
｜
｜
一
九
九
九
年
の
Ｅ
Ｃ
指
令

瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
三
年
以
降
、
判
例
は
、
右
の
よ
う
に
二
元
説
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
学
説
で

は
、
依
然
と
し
て
一
元
説
と
二
元
説
と
が
対
立
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
学
説
状
況
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
学
界
を
大
き
く
揺

る
が
す
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
九
九
年
五
月
二
五
日
の
Ｅ
Ｃ
指
令
第
四

30
）

四
号
の
発
効
で
あ
る
。
こ
の
Ｅ
Ｃ
指
令
は
、
動
産

の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
事
業
者
で
あ
る
売
主
が
、
①
目
的
物
の
引
渡
し
の
時
に
存
在
し
た
適
合
性
の
欠
如
（d

efa
u
ts
 
d
e
 
co
n
fo
r-

m
ite

）
に
つ
き
、
消
費
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
（
三
条
一
項
）
と
す
る
適
合
性
の
法
定
担
保
責
任
（g

a
ra
n
tie

 
leg
a
le
 
d
e
 
co
n
fo
r-

m
ite

）
と
、
②
法
定
の
権
利
以
上
の
権
利
を
買
主
に
合
意
に
よ
っ
て
与
え
る
約
定
担
保
責
任
（g

a
ra
n
tie co

m
m
ercia

le

｜
六
条
）
と
を

認
め
る
も
の
で
あ
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
一
元
化
し
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
Ｅ
Ｃ
指
令
の
内
容

は
、
後
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
な
ど
の
国
際
的
動
向
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
Ｅ
Ｃ
指
令
は
、
二

〇
〇
二
年
一
月
一
日
ま
で
に
加
盟
国
の
国
内
法
に
転
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（
一
一
条
一
項
）。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ

で
は
、
こ
れ
を
い
ち
早
く
、
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
の
改
正
に
よ
っ
て
採
り
入
れ
た
（
二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
六
日
の
法
律
）。
こ
れ
に
対
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
五
年
二
月
一
七
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
民
法
典
で
は
な
く
、
そ
の
消
費
法
典
（
Ｌ
・
二
一
一

｜
一
条
以
下
）
へ
の
転
換
が
実
現

31
）

し
た
。
こ
の
Ｅ
Ｃ
指
令
の
消
費
法
典
へ
の
転
換
か
ら
は
、
次
の
二
つ
が
注
目
さ
れ
る
。

第
一
に
、
そ
の
間
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
民
法
改
正
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
学
界
を
二
分
す
る
か
の
よ
う
な
激
し
い
議
論
の
応
酬
が
な

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
実
現
さ
れ
た
、
消
費
法
典
へ
の
転
換
と
い
う
結
論
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
、
瑕

疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
論
を
検
討
す
る
う
え
で
、
不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
。

第
二
に
、
右
の
転
換
に
よ
っ
て
、
問
題
が
す
べ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
消
費
法
典
に
お
け
る
法
定
の
担
保
責
任

と
、
伝
統
的
な
民
法
典
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
お
よ
び
引
渡
債
務
の
不
履
行
責
任
と
の
関
係
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
新
た

な
問
題
が
生
じ
た
と
い
え
よ
う
。
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四

本
稿
の
課
題
と
構
成

以
上
が
、
本
稿
全
体
の
素
描
で
あ
る
。
こ
の
素
描
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
稿
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を

二
元
的
に
理
解
す
る
の
が
適
切
か
否
か
、
と
い
う
問
題
意
識
な
い
し
視
点
で
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か

ら
、
本
稿
が
対
処
す
べ
き
具
体
的
な
課
題
は
、
次
の
二
つ
で
あ
る
。

一
つ
は
、
森
田
教
授
の
論
文
が
公
に
さ
れ
た
一
九
九
一
年
以
降
の
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
法
的
性
質
論
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
と

学
説
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
右
に
概
観
し
た
よ
う
な
、
急
激
な
変
化
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
と
り
わ
け
、

破
毀
院
の
一
九
八
六
年
の
全
部
会
判
決
と
一
九
九
三
年
以
降
の
転
回
と
が
、
ど
の
よ
う
な
背
景
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
を
探
る
こ
と

が
肝
要
で
あ

32
）

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は
、
わ
が
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定
の
母
法
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス

民
法
の
解
釈
を
理
解
す
る
た
め
に
、
必
要
か
つ
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
右
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
理
解
を
踏
ま
え
て
、
現
行
の
日
本
民
法
の
体
系
な
い
し
解
釈
論
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と

債
務
不
履
行
責
任
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
か
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

両
者
を
一
元
的
に
捉
え
る
見
解
（
債
務
不
履
行
責
任
説
）
と
、
法
定
責
任
説
の
よ
う
に
二
元
的
に
構
成
す
る
見
解
の
い
ず
れ
が
、
現
行

民
法
の
理
解
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
で
あ
る
。

右
の
二
つ
の
課
題
に
応
え
る
た
め
に
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
判
例
と
学
説
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
（
第

一
章
・
第
二
章
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
優
れ
た
先
行
業
績
が
存
在

33
）

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
で
き
う
る

限
り
そ
れ
ら
と
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
と
す
る
。
次
に
、
第
三
章
と
第
四
章
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る

34
）

議
論
を
、
Ｅ
Ｕ
法

を
は
じ
め
と
す
る
国
際
的
動
向
に
も
配
慮
し
な
が
ら
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
第
五
章
に
お
い
て
、
全
体
の
総
括
を
行
い
、
今
後
の
展
望

を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
基
本
的
な
立
場
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
解
し
、
こ
れ
と
過
失
責
任
で
あ
る
債
務
不
履
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行
責
任
と
を
対
置
さ
せ
る
二
元
的
構
成
を
妥
当
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
細
部
に
お
い
て
は
、
な
お
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
が

35
）

多
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
二
元
的
構
成
は
、
あ
く
ま
で
現
行
民
法
の
解
釈
な
い
し
体
系
的
理
解
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
、
将
来
の
立
法
論
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
の
一
元
的
構
成
を
採
用
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
。１

）

も
っ
と
も
、
近
時
は
、
債
務
不
履
行
責
任
に
お
け
る
解
除
の
要
件
と
し
て
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
（
過
失
）
を
不
要
と
す
る
代
わ
り
に
、
債
務
者
の
重
大
な
契
約
違

反
を
要
求
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
（
例
え
ば
、
潮
見
佳
男
『
基
本
講
義
債
権
各
論
Ⅰ
（
契
約
法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
）』（
新
世
社
、
二
〇
〇
五
年
）
四
〇
頁
）。

な
お
、
こ
の
見
解
の
簡
単
な
ま
と
め
と
し
て
、
野
澤
正
充
「
契
約
の
解
除
⑴
｜
｜
解
除
の
意
義
・
要
件
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
八
号
八
二
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）。
も

っ
と
も
、
同
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
有
力
説
に
与
し
た
が
、
そ
の
当
否
の
再
検
討
も
、
本
稿
の
付
随
的
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

２
）

瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
一
年
の
期
間
制
限
は
、
除
斥
期
間
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
買
主
は
、
瑕
疵
を
知
っ
た
時
か
ら
一
年
以
内
に
売
主
の
担
保
責
任
を
問
う
意

思
を
裁
判
外
で
明
確
に
告
げ
れ
ば
よ
く
、
裁
判
上
の
権
利
行
使
は
必
要
な
い
と
さ
れ
る
（
最
判
平
成
四
・
一
〇
・
二
〇
民
集
四
六
巻
七
号
一
一
二
九
頁
）。
ま
た
、
最
高

裁
は
、「
瑕
疵
担
保
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
は
消
滅
時
効
の
規
定
の
適
用
が
あ
り
、
こ
の
消
滅
時
効
は
、
買
主
が
売
買
の
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
時
か
ら
進
行

す
る
」
と
し
た
（
最
判
平
成
一
三
・
一
一
・
二
七
民
集
五
五
巻
六
号
一
三
一
一
頁
）。

３
）

例
え
ば
、
我
妻
博
士
は
、
法
定
責
任
説
の
立
場
か
ら
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
損
害
賠
償
は
、「
信
頼
利
益
の
賠
償
（
消
極
的
契
約
利
益
）
の
賠
償
に
限
る
」
と

す
る
。
た
だ
し
、
売
主
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
履
行
利
益
の
賠
償
も
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
二

七
一
｜
二
七
二
頁
。

４
）

柚
木
馨

高
木
多
喜
男
『
新
版
注
釈
民
法

』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
六
〇
頁
以
下
参
照
。

５
）

星
野
英
一
「
瑕
疵
担
保
の
研
究
｜
｜
日
本
」『
民
法
論
集
三
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）
二
一
五
頁
。

６
）

星
野
・
前
掲
注
（
５
）
二
三
六
頁
。

７
）

森
田
宏
樹
「
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
七
巻
二
号
一
七
五
頁
（
一
九
九
〇
年
）。

８
）

森
田
・
前
掲
注
（
７
）
の
論
文
。
た
だ
し
、
同
論
文
は
未
完
（
一
〜
三
・
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
七
巻
二
号
一
七
一
頁
、
六
号
八
九
五
頁
、
一
〇
八
巻
五
号
七
三
五

頁
）
で
あ
り
、
論
旨
の
概
要
は
、
私
法
五
一
号
一
二
九
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）、
お
よ
び
、
森
田
宏
樹
『
契
約
責
任
の
帰
責
構
造
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一

九
九
二
・
一
九
九
六
年
）
二
八
五
頁
以
下
参
照
。

９
）

森
田
・
前
掲
注
（
８
）『
帰
責
構
造
』
三
〇
九
頁
。

10
）

内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
二
〇
〇
七
年
）
一
三
〇
頁
。

11
）

実
務
家
の
中
に
は
、
わ
が
国
の
学
説
状
況
に
つ
い
て
、「
契
約
責
任
説
が
通
説
の
地
位
を
取
得
し
つ
つ
あ
る
」
と
の
認
識
を
有
す
る
者
も
あ
る
（
石
村
智
「
売
買
の
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瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
の
再
考
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
一
八
号
五
八
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。
た
だ
し
、
同
論
文
は
、
最
高
裁
の
判
決
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
森
田
教
授
の
見
解
を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
内
田
・
前
掲
注
（
10
）
一
二
九
頁
）。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
教
科
書
レ
ベ
ル
で
は
、
依
然
と
し
て
、

従
来
の
通
説
で
あ
る
法
定
責
任
説
を
支
持
す
る
も
の
も
多
く
（
藤
岡
康
宏
ほ
か
『
民
法
Ⅳ
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
〇
五
年
）
八
一
頁
〔
浦
川
道
太
郎
執
筆
〕、
近
江

幸
治
『
民
法
講
義
Ⅴ
』（
成
文
堂
、
第
三
版
、
二
〇
〇
六
年
）
一
四
三
頁
、
川
井
健
『
民
法
概
論
４
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
一
四
二
頁
）、
現
時
点
に
お
け
る
学
説

の
状
況
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
な
お
、
潮
見
・
前
掲
注
（
１
）
八
〇
頁
は
、
森
田
教
授
の
見
解
に
関
し
て
、「
従
前
と
違
っ
た
枠
組
み
に
依
拠
し
た
契
約
責
任

説
が
一
部
で
説
か
れ
」
て
い
る
と
し
て
紹
介
す
る
。

12
）

例
え
ば
、
下
森
定
「
種
類
売
買
と
瑕
疵
担
保
」
奥
田
昌
道
ほ
か
編
『
民
法
学
５
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
九
七
頁
、
磯
村
保
「
目
的
物
の
瑕
疵
を
め
ぐ
る
法
律

関
係
」『
民
法
ト
ラ
イ
ア
ル
教
室
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
三
一
六
頁
な
ど
。

13
）

加
藤
雅
信
「
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
｜
｜
対
価
的
制
限
説
再
評
価
の
視
点
か
ら
」
森
島
昭
夫
編
『
判
例
と
学
説
３
・
民
法
Ⅱ
（
債
権
）』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
七

年
）
一
八
三
｜
一
八
四
頁
。

14
）

森
田
・
前
掲
注
（
７
）
一
八
五
頁
。

15
）

五
十
嵐
清
「
不
完
全
履
行
と
瑕
疵
担
保
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
〇
〇
号
・
学
説
展
望
一
五
七
頁
（
一
九
六
四
年
）
参
照
。
も
っ
と
も
、
本
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
法
定

責
任
説
に
よ
る
二
元
的
構
成
に
は
、
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜
伝
統
的
な
法
定
責
任
説
は
、
特
定
物
（
不
代
替
的
特
定
物
）
と
不
特
定

物
と
い
う
目
的
物
の
性
質
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
規
範
を
区
別
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
⒝
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
判
例
は
、
買
主
の
受
領
時
（
大
審
院
大
正
一
四
年
三
月

一
三
日
判
決
〔
民
集
四
巻
二
一
七
頁
〕）
な
い
し
「
履
行
と
し
て
認
容
し
」
受
領
し
た
時
（
最
高
裁
昭
和
三
六
年
一
二
月
一
五
日
判
決
〔
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
五
二

頁
〕）
を
基
準
と
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
二
元
的
に
構
成
す
る
。
さ
ら
に
、
⒞
両
者
を
責
任
原
理
に
よ
っ
て
区
別
し
、
過
失
責
任
で
あ
る
債
務

不
履
行
責
任
に
対
し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
は
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
す
る
二
元
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、
両
責
任
を
別
個
の
も
の
と
捉
え
、
二
元
的
に

構
成
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。

16
）

森
田
・
前
掲
注
（
８
）
私
法
一
三
五
頁
。

17
）

そ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
森
田
宏
樹
「
結
果
債
務
・
手
段
債
務
の
区
別
の
意
義
に
つ
い
て
｜
｜
債
務
不
履
行
に
お
け
る
『
帰
責
事
由
』」
前
掲
注
（
８
）『
帰
責
構

造
』
一
頁
以
下
。
な
お
、
同
「
瑕
疵
担
保
責
任
を
語
る
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
一
二
号
一
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

18
）

本
項
の
内
容
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
四
日
に
龍
谷
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
比
較
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
際
し
、
筆
者
が
「
売
買
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
買
主
の
救
済
｜
フ
ラ
ン
ス
」
と
題
し
て
行
っ
た
報
告
の
概
要
で
あ
る
。
そ
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
研
究
（
次
号
）
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

19
）

フ
ラ
ン
ス
法
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
は
、「
瑕
疵
担
保
と
債
務
不
履
行
と
の
体
系
的
相
関
関
係
へ
の
理
論
的
な
関
心
は
薄
い
」
と
の
指
摘
（
北
川
善
太
郎
『
契
約
責

任
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）
一
二
三
頁
）
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
規
定
に
関
し
て
は
、「
わ
が
民
法
典
の
規
定
の

母
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
森
田
・
前
掲
注
（
７
）
一
七
六
頁
）。
の
み
な
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
際
的
動
向
を
反
映
し
て
、
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
両

制
度
の
体
系
性
へ
の
「
理
論
的
な
関
心
」
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

20
）

O
.
T
o
u
rn
a
fo
n
d
,
L
es p

reten
d
u
s co

n
co
u
rs d

’a
ctio

n
s et le co

n
tra

t d
e v

en
te,

D
. 1989,

C
h
ro
n
iq
u
e,
p
. 237,

n
° 1.

関
連
す
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
規
定
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は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
規
定
の
訳
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
｜
｜
物
権
・
債
権
関
係
』
法
務
資
料
四
四
一
号
を
参
照
し
た
）。

⒜
錯
誤

一
一
一
〇
条
【
錯
誤
】

①

錯
誤
は
、
合
意
の
目
的
物
の
本
質
に
か
か
わ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
無
効
の
事
由
と
な
ら
な
い
。

②

錯
誤
は
、
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
み
に
か
か
わ
る
と
き
は
、
何
ら
無
効
原
因
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
者
に
つ
い
て
の
考
慮
が
合
意
の
主

た
る
原
因
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。

⒝
債
務
不
履
行
責
任

一
一
四
六
条
【
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠
償
】

損
害
賠
償
は
、
債
務
者
が
そ
の
債
務
を
履
行
す
る
に
つ
い
て
遅
滞
に
あ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
、
債
務
者
が
与
え
又
は
な
す
べ
き
物
が
、
債
務
者
の
経
過
し
た
期
間
の
後
に
お
い
て
し
か
履
行
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
一
四
七
条
【
損
害
賠
償
責
任
】

債
務
者
は
、
自
ら
の
側
に
何
ら
悪
意
が
存
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
履
行
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
こ
と
の
で
き
な
い
外
在

的
原
因
か
ら
生
じ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
と
き
は
す
べ
て
、
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
又
は
、
履
行
の
遅
滞
を
理
由
と
し
て
、
損
害
賠
償
の
支
払
を
命
じ
ら
れ

る
。一

一
四
八
条
【
不
可
抗
力
に
よ
る
免
責
】

債
務
者
が
、
不
可
抗
力
若
し
く
は
偶
然
の
事
態
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
負
っ
て
い
る
与
え
る
又
は
な
す
債
務
の
履
行
を
妨

げ
ら
れ
、
又
は
、
債
務
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
行
っ
た
と
き
は
、
い
か
な
る
損
害
賠
償
も
発
生
し
な
い
。

一
一
八
三
条
【
解
除
条
件
の
意
義
】

①

解
除
条
件
は
、
そ
れ
が
成
就
す
る
と
き
に
債
務
の
消
去
を
も
た
ら
し
、
債
務
が
存
し
な
か
っ
た
場
合
と
同
一
の
状
態
に
物

を
復
す
る
条
件
で
あ
る
。

②

解
除
条
件
は
、
債
務
の
履
行
を
何
ら
停
止
し
な
い
。
こ
の
条
件
は
、
そ
れ
が
予
定
し
た
出
来
事
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
が
受
領
し
た
物
を
返
還
す

る
こ
と
の
み
を
そ
の
者
に
義
務
づ
け
る
。

一
一
八
四
条
【
双
務
契
約
の
解
除
】

①

解
除
条
件
は
、
双
務
契
約
に
お
い
て
、
両
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
債
務
を
何
ら
履
行
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
常
に
予
定

さ
れ
て
い
る
。

②

こ
の
場
合
に
は
、
契
約
は
法
律
上
当
然
に
は
解
除
さ
れ
な
い
。
債
務
の
履
行
を
何
ら
受
け
な
か
っ
た
当
事
者
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
き
に
は
合
意
の
履
行
を

他
方
当
事
者
に
強
制
し
、
又
は
、
そ
の
解
除
を
損
害
賠
償
と
と
も
に
請
求
す
る
選
択
権
を
有
す
る
。

③

解
除
は
、
裁
判
上
で
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
告
に
は
、
状
況
に
応
じ
て
期
間
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒞
瑕
疵
担
保
責
任

一
六
二
五
条
【
売
主
の
担
保
責
任
】

売
主
が
取
得
者
に
対
し
て
負
う
担
保
責
任
は
、
二
つ
の
目
的
を
有
す
る
。
第
一
は
、
売
却
さ
れ
た
目
的
物
の
平
穏
な
占
有
で
あ

り
、
第
二
は
、
そ
の
物
の
隠
れ
た
欠
陥
又
は
解
除
の
原
因
と
な
る
べ
き
瑕
疵
で
あ
る
。

一
六
四
一
条
【
瑕
疵
担
保
責
任
】

売
主
は
、
売
却
さ
れ
た
目
的
物
が
予
定
し
た
用
途
に
適
さ
な
い
よ
う
な
、
又
は
買
主
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
取
得
し
な

か
っ
た
か
、
よ
り
低
い
価
格
し
か
与
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
に
そ
の
用
途
を
減
ず
る
よ
う
な
隠
れ
た
欠
陥
を
理
由
と
し
て
、
担
保
責
任
を
負
う
。

一
六
四
二
条
【
明
白
な
瑕
疵
の
不
担
保
】

売
主
は
、
買
主
が
自
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
明
白
な
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
担
保
責
任
の
義
務
を
負
わ
な
い
。
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一
六
四
二
条
の
一
【
建
築
予
定
不
動
産
売
買
の
特
例
】

省
略
）

一
六
四
三
条
【
善
意
の
売
主
の
担
保
責
任
】

売
主
は
、
隠
れ
た
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
担
保
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
売
主
が
何
ら
担
保
責
任
の
義
務
を
負
わ
な
い
旨
を
約
定
し
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。

一
六
四
四
条
【
買
主
の
選
択
権
】

一
六
四
一
条
及
び
一
六
四
三
条
の
場
合
に
は
、
買
主
は
、
物
を
返
還
し
、
そ
の
代
金
を
返
還
さ
せ
る
か
、
又
は
物
を
保
持
し
、
鑑

定
人
に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ
る
代
金
の
一
部
を
返
還
さ
せ
る
か
の
選
択
権
を
有
す
る
。

一
六
四
五
条
【
悪
意
の
売
主
の
担
保
責
任
の
範
囲
】

売
主
は
、
物
の
瑕
疵
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
売
主
が
受
領
し
た
代
金
の
返
還
の
ほ
か
に
、
買
主
に
対
し
て

す
べ
て
の
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
。

一
六
四
六
条
【
善
意
の
売
主
の
場
合
】

売
主
は
、
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
代
金
の
返
還
及
び
売
買
に
よ
っ
て
生
じ
た
費
用
の
取
得
者
へ
の
償
還
に

つ
い
て
の
み
義
務
を
負
う
。

一
六
四
六
条
の
一
【
建
築
予
定
不
動
産
に
つ
い
て
の
特
例
】

省
略
）

一
六
四
七
条
【
滅
失
の
場
合
の
瑕
疵
担
保
責
任
】

①

瑕
疵
を
有
し
た
物
が
、
そ
の
劣
悪
な
質
の
結
果
と
し
て
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
滅
失
は
、
売
主
の
負
担
に
帰

す
。
売
主
は
、
買
主
に
対
し
て
、
代
金
の
返
還
及
び
前
二
条
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
そ
の
他
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
義
務
を
負
う
。

②

た
だ
し
、
偶
然
の
事
態
に
よ
っ
て
生
じ
た
滅
失
は
、
買
主
の
負
担
に
帰
す
。

一
六
四
八
条
【
出
訴
期
間
の
制
限
】

①

解
除
の
原
因
と
な
る
べ
き
瑕
疵
に
基
づ
く
訴
え
は
、
取
得
者
に
よ
っ
て
、
瑕
疵
の
発
見
か
ら
二
年
以
内
に
行
使
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②

省
略
）

一
六
四
九
条
【
競
売
に
つ
い
て
の
特
則
】

瑕
疵
に
基
づ
く
訴
え
は
、
裁
判
所
が
行
う
売
却
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

21
）

森
田
・
前
掲
注
（
７
）「
基
礎
的
考
察
（
三
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
八
巻
五
号
七
六
八
頁
、
七
八
〇
頁
。T

o
u
rn
a
fo
n
d
,
o
p
.cit.

(n
o
te
20),

n
°
11,

p
. 238.

22
）

G
.
P
a
isa
n
t et L

.
L
ev
en
eu
r,
Q
u
elle tra

n
sp
o
sitio

n
 
p
o
u
r la

 
d
irectiv

e
 
d
u
25

m
a
i
1999

su
r les g

a
ra
n
ties d

a
n
s la

 
v
en
te
 
d
e
 
b
ien

s d
e

 
co
n
so
m
m
a
tio
n
?,
JC
P
.
ed
.
G
.,
2002,

Ⅰ
,
n
°
7,
p
. 924.

23
）

ロ
ー
ラ
ン
・
ル
ヴ
ヌ
ー
ル
（
平
野
裕
之
訳
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
販
売
さ
れ
た
消
費
財
に
つ
い
て
の
新
た
な
担
保
責
任
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
〇
三
号
九
四
頁

（
二
〇
〇
五
年
）。

24
）

ル
ヴ
ヌ
ー
ル
・
前
掲
注
（
23
）
九
四
頁
。

25
）

森
田
・
前
掲
注
（
７
）「
基
礎
的
考
察
（
三
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
八
巻
五
号
七
九
一
頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）。
フ
ラ
ン
ス
の
文
献
と
し
て
は
、J.

G
h
estin

,

C
o
n
fo
rm
ite

et g
a
ra
n
ties d

a
n
s la v

en
te,

L
.G
.D
.J.,

1983;
J.
G
h
estin et B

.
D
esch

e,
T
ra
ite

d
es co

n
tra

ts,
L
.G
.D
.J.,

1990,
n
°
758

et su
iv
.,
p
. 819

et
 

su
iv
;
J.
H
u
et,

T
ra
ite

d
e d
ro
it civ

il,
L
es p

rin
cip

a
u
x co

n
tra

ts sp
ecia

u
x
,
2
ed
.,
L
.G
.D
.J.,

1996,
n
°
11229,

p
. 202

et su
iv
.;
P
h
.
M
a
la
u
rie,

L
.
A
y
n
es

 
et P

. -Y
.
G
a
u
tier,

C
o
n
tra

ts sp
ecia

u
x
,
13

ed
.,
C
u
ja
s,
1999,

n
°
285,

p
. 206

et su
iv
.

26
）

一
九
八
六
年
二
月
七
日
の
全
部
会
判
決
に
つ
い
て
は
、
野
澤
正
充
「
契
約
の
相
対
的
効
力
と
特
定
承
継
人
の
地
位
（
三
）」
民
商
法
雑
誌
一
〇
〇
巻
四
号
六
四
四
頁
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以
下
（
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
谷
口
知
平

五
十
嵐
清
編
『
新
版
注
釈
民
法

』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
五
三
九
頁
〔
野
澤
正
充
執
筆
〕。
な
お
、
森
田
・

前
掲
注
（
７
）「
基
礎
的
考
察
（
三
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
八
巻
五
号
七
六
〇
頁
以
下
、
八
〇
七
頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）。

27
）

野
澤
・
前
掲
注
（
26
）
六
四
六
頁
注
（
40
）
参
照
。

28
）

C
iv
.
1
,
16
ju
in
1993,

D
.
1994,

p
. 546,

n
o
te T

h
o
m
a
s C

la
y
;
C
iv
1
,
13
o
cto

b
re
1993,

D
.
1994,

p
. 211;

C
iv
.
1
,
27
o
cto

b
re
1993,

D
.
1994,

p
.

212;
C
iv
.
1
,
8
d
ecem

b
re
1993,

D
.
1994,

p
. 212.

29
）

C
iv
.
3
,
24
ja
n
v
ier

1996,
B
u
ll.
civ

.
1996,

Ⅲ
,
n
°
27,

p
. 18;

C
iv
3
,
14
fev

rier
1996,

B
u
ll.
civ

.
1996,

Ⅲ
,
n
°
47,

p
. 32;

C
iv
.
3
,
1

o
cto

b
re
1997,

B
u
ll.
civ

.
1997,

Ⅲ
,
n
°
181,

p
. 121;

C
iv
.
3
,
24
fev

rier
1999,

B
u
ll.
civ

.
1999,

Ⅲ
,
n
°
52,

p
. 36.

30
）

こ
の
指
令
の
正
式
な
名
称
は
、「
消
費
財
の
担
保
責
任
及
び
売
買
の
一
定
の
側
面
に
つ
い
て
の
一
九
九
九
年
五
月
二
五
日
の
Ｅ
Ｃ
指
令
」
で
あ
る
。

31
）

窪
幸
治
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
消
費
財
指
令
の
転
換
作
業
に
つ
い
て
」
比
較
法
四
一
号
三
二
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
四
年
）、
馬
場
圭
太
「
Ｅ
Ｕ
指
令
と
フ
ラ
ン
ス
民

法
典
」
甲
南
法
学
四
六
巻
三
号
一
八
九
頁
以
下
（
二
〇
〇
五
年
）。

32
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
比
較
法
学
会
の
当
日
、
星
野
英
一
教
授
に
よ
る
質
問
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
折
り
に
答
え
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
私
見
は
、
一
九
九
三
年
以
降

の
判
例
の
転
回
よ
り
も
、
一
九
八
六
年
の
全
部
会
判
決
が
、
や
や
異
例
の
判
断
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
を
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
の
第
三
章
に
お
い

て
、
可
能
な
限
り
、
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

33
）

特
に
、
円
谷
峻
「
瑕
疵
担
保
責
任
」『
民
法
講
座
５
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
一
八
五
頁
以
下
は
、
民
法
の
起
草
者
の
見
解
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
議
論

を
、
ほ
ぼ
網
羅
的
に
整
理
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る
学
説
の
整
理
も
、
そ
の
記
述
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
旧
民
法
か
ら
現
行
民
法
典
の
起
草
過
程
に
お
け

る
議
論
に
つ
い
て
は
、
森
田
・
前
掲
注
（
７
）
一
七
八
頁
以
下
に
詳
し
い
。

34
）

フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
担
保
責
任
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
も
、
森
田
・
前
掲
注
（
７
）「
基
礎
的
考
察
（
二
）
三
）」
が
詳
細
か
つ
的
確
で
あ
る
。

35
）

野
澤
正
充
「
売
主
の
担
保
責
任
⑴
｜
｜
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
二
一
号
八
四
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を

売
買
契
約
に
お
け
る
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
解
し
、
過
失
責
任
で
あ
る
債
務
不
履
行
責
任
と
は
異
な
る
と
し
た
上
で
、
ひ
と
ま
ず
、
不
代
替
的
特
定
物
と
そ
れ
以

外
の
目
的
物
と
を
区
別
す
る
伝
統
的
な
法
定
責
任
説
を
肯
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
目
的
物
の
区
別
に
よ
る
伝
統
的
な
理
解
（
法
定
責
任
説
）
は
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
瑕
疵

担
保
責
任
の
沿
革
を
重
視
す
る
と
、
適
切
な
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
沿
革
的
理
解
が
今
日
に
お
い
て
も
な
お
妥
当
す
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
を

維
持
す
べ
き
か
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
を
書
き
進
め
る
中
で
、
さ
ら
に
検
討
し
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。
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第
一
章

日
本
法
⑴
｜
｜
法
定
責
任
説
と
判
例
法
の
形
成

第
一
節

起
草
者
の
見
解
と
そ
の
評
価

一

序

説

序
章
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
現
行
民
法
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
細
な
研
究
が
公
に

さ
れ
て

１
）

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
起
草
者
の
見
解
に
つ
い
て
の
理
解
は
一
致
し
な
い
。
争
点
と
な
る
の
は
、
起
草
者
が
、
瑕
疵
担
保

責
任
を
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
否
か
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
審
議
に
お
い

て
、
起
草
者
（
梅
謙
次
郎
）
は
、
売
主
が
目
的
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
売
主
に
は
「
知
ラ
ザ
ル
過
失
」
が
あ
る
か
ら

損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
説
明

２
）

し
た
。
こ
の
説
明
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
学
説
は
分
か
れ
、
一
方
で
は
、
起
草
者
は
瑕
疵
担
保
責
任
を
過

失
責
任
と
解
し
て
い
た
と
の
理
解
が

３
）

あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、「
起
草
者
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
無
過
失
責
任
と
考
え
て

４
）

い
た
」
と
の
評

価
も

５
）

多
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
「
従
来
の
論
稿
」
は
、「
自
己
の
解
釈
論
の
展
開
の
基
礎
づ
け
と
い
う
意
味
あ
い
で
立

法
過
程
を
分
析
す
る
傾
向
」
が
あ
り
、「
そ
の
結
果
や
や
も
す
る
と
解
釈
論
に
沿
う
方
向
に
読
み
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
危
険
が
あ
る
」

と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て

６
）

い
る
。

で
は
、
な
ぜ
起
草
者
の
見
解
は
多
義
的
な
評
価
を
可
能
と
し
た
の
か
。
本
稿
は
、
そ
の
原
因
が
、
起
草
者
（
梅
）
の
依
拠
し
た
旧
民

法
典
の
規
定
と
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
に
帰
せ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
「
危
険
」
を
避
け
つ
つ
、
旧
民
法
典

の
規
定
の
検
討
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
す
る
。
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二

旧
民
法
典
と
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド

⑴

旧
民
法
典
の
規
定

瑕
疵
担
保
責
任
に
関
し
て
旧
民
法
典
は
、
財
産
取
得
編
の
第
三
款
に
「
隠
レ
タ
ル
瑕
疵
ニ
因
ル
売
買
廃
却
訴
権
」
と
題
し
、
九
四
条

か
ら
一
〇
三
条
ま
で
の
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
次
の
二
条
（
特
に
九
六
条
）
で
あ
る
。

九
五
条

買
主
カ
隠
レ
タ
ル
瑕
疵
ノ
売
買
廃
却
訴
権
ヲ
行
フ
可
キ
程
ニ
重
大
ナ
ル
ヲ
証
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
又
ハ
物
ヲ
保
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
欲

ス
ル
ト
キ
ハ
買
主
ハ
便
益
ヲ
失
フ
割
合
ニ
応
シ
テ
代
価
ノ
減
少
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
七
四
二
条
）。

九
六
条

買
主
カ
売
主
ニ
対
シ
売
買
ノ
廃
却
又
ハ
代
価
ノ
減
少
ヲ
得
タ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
売
主
カ
初
ヨ
リ
其
瑕
疵
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
買
主

ハ
尚
ホ
其
受
ケ
タ
ル
損
害
又
ハ
失
ヒ
タ
ル
利
益
ニ
付
テ
ノ
損
害
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
七
四
三
条
）。

右
の
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
六
四
五
条
と
一
六
四

７
）

六
条
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
が
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な

か
っ
た
場
合
（
善
意
）
と
知
っ
て
い
た
場
合
（
悪
意
）
と
で
、
そ
の
損
害
賠
償
の
範
囲
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、

売
主
が
善
意
の
場
合
に
お
い
て
も
、
買
主
は
、
売
主
に
対
し
て
、
代
金
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
五
条
）。
そ
し
て
、
売

主
が
悪
意
で
あ
れ
ば
、
買
主
は
、
代
金
減
額
請
求
に
加
え
て
、
売
主
に
対
し
て
、「
其
受
ケ
タ
ル
損
害
又
ハ
失
ヒ
タ
ル
利
益
ニ
付
テ
ノ

損
害
」
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
九
六
条
）
と
す
る
。
こ
の
悪
意
の
売
主
の
賠
償
責
任
は
、
後
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
債

務
不
履
行
責
任
に
お
け
る
履
行
利
益
の
賠
償
に
相
当
す
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
、
売
主
が
隠
れ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
善
意
で
あ
っ
た
か
悪
意
で
あ
っ
た
か
に
応
じ
て
、
損
害
賠
償
の
範
囲
が

異
な
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
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⑵

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解

右
の
九
六
条
の
草
案
に
付
さ
れ
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
注
釈
に
よ
る
と
、
売
主
の
善
意
・
悪
意
は
、
そ
の
過
失
の
有
無
と
関
連
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
ず
、
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
特
別
に
規
定
し
な
け
れ
ば
、
一
般
法
が
適
用
さ
れ
、「
売
主
の
善
意
と
悪
意
の
区
別
が
な
さ
れ

る
」
こ
と
に

８
）

な
る
。
し
か
し
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、「（
売
主
の
）
善
意
が
フ
ォ
ー
ト
（
過
失
）
の
可
能
性
を
排
除
し
な
い
」
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
売
主
が
そ
の
売
却
す
る
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
売
主
の
過
失
に
帰
す
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
売
主
が
悪
意
の
場
合
に
は
、
当
事
者
が
「
予
見
せ
ず
ま
た
は
予
見
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
損
害
」
に
つ
い
て
も
賠
償

し
な
け
れ
ば
な
ら

９
）

な
い
と
い
う
、「
損
害
賠
償
の
範
囲
に
関
し
て
の
み
、
善
意
と
悪
意
の
差
異
が
あ
る
」
に
す
ぎ
な
い
と

10
）

す
る
。

右
の
見
解
か
ら
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
と
異
な
ら
な
い
過
失
責
任
で
あ
り
、
売
主
が

目
的
物
の
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
」
が
「
売
主
の
過
失
」
で
あ
る
、
と
解
し

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
は
、
当
時
の
司
法
省
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
売
主
ノ
善
意
ハ
其
過
失
ノ
責
ヲ
免
レ
シ
ム
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
カ
故
ニ
売
主
其
売
渡
セ
シ
物
ニ
存
セ
シ
瑕
疵
ヲ
知
ラ
サ
リ
シ
過
失
ノ
責

ヲ
免
ル
ル
ヲ

11
）

得
ス
」。
こ
こ
に
お
い
て
、
売
主
の
「
知
ラ
ザ
リ
シ
過
失
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
先
の
起
草
者
（
梅
）
の
見
解
も
、

こ
の
部
分
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
、
旧
民
法
草
案
に
お
い
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
右
の
見
解
を
採
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
草
案
で
は
、
売
主
が
互
い
に

求
償
し
合
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
か
つ
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
一
六
四
五
条
・
一
六
四
六
条
）
と
イ
タ
リ
ア
民
法
典
（
一
五
〇
二

条
・
一
五
〇
三
条
）
に
な
ら
っ
て
、
善
意
の
売
主
に
対
し
て
は
、
代
金
と
費
用
の
償
還
な
い
し
代
金
減
額
の
み
を
認
め
、
そ
の
他
の
損

害
と
損
失
の
責
任
」
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
「
悪
意
の
場
合
に
限
定
し
た
」
と

12
）

す
る
。

も
っ
と
も
、
右
の
注
釈
か
ら
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
な
ぜ
そ
の
見
解
を
草
案
に
お
い
て
改
め
た
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
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い
。
そ
の
解
明
の
た
め
に
は
、
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
六
四
五
条
と
一
六
四
六
条
を
検
討
す
る
必
要
が

13
）

あ
る
。
し
か
し
他
方
に

お
い
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
自
身
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
探
求
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
後
の
ボ

ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
草
案
の
注
釈
の
補
足
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、『
民
法
辯
疑
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て

14
）

い
る
。

ま
ず
、
隠
れ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
「
善
意
ノ
売
主
」
に
対
し
、
一
般
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
な
か
っ
た
「
理
由
ト
シ
テ
草
案
注
釈

ニ
陳
ヘ
タ
ル
所
ハ
少
シ
ク
足
ラ
サ
ル
所
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
法
律
ニ
規
定
ス
ル
所
ハ
其
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
か
ら
、「
今

其
理
由
ノ
足
ラ
サ
ル
所
ヲ
少
シ
ク
補
充
」
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
、「
隠
秘
ノ
瑕
疵
ア
ル
売
主
ニ
責
任
ナ
シ
ト
シ
タ
ル
ハ
畢
竟
法
律
ハ

其
売
主
ノ
過
失
タ
ル
容
易
ニ
宥
恕
シ
得
ヘ
キ
コ
ト
ア
ル
ヘ
ク
又
其
過
失
（
瑕
疵
ヲ
知
ラ
サ
ル
コ
ト
）
ハ
之
レ
ヲ
避
ク
ル
コ
ト
甚
タ
難
キ

コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
ト
看
做
シ
以
テ
其
売
主
ヲ
シ
テ
責
ニ
任
セ
シ
メ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
す
る
。

結
局
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
売
主
に
「
瑕
疵
ヲ
知
ラ
サ
ル
」
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
過
失
は
許
さ

れ
る
べ
き
（
宥
恕
シ
得
ヘ
キ
）
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
（
避
ク
ル
コ
ト
甚
タ
難
キ
）
も
の
で
あ
る
か
ら
、
損

害
賠
償
の
範
囲
は
代
金
減
額
請
求
に
限
ら
れ
、
逸
失
利
益
な
ど
の
損
害
賠
償
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

理
解
に
基
づ
き
、
旧
民
法
典
財
産
取
得
編
九
六
条
（
草
案
七
四
三
条
）
は
起
草
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

⑶

小

括

右
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
自
身
は
、
当
初
、
瑕
疵
担
保
責

任
も
過
失
責
任
で
あ
り
、
売
主
が
目
的
物
の
（
隠
れ
た
）
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た

こ
と
」
が
「
売
主
の
過
失
」
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
草
案
に
お
い
て
は
そ
の
見
解
を
改
め
、
⒝
仮
に
そ
の
よ
う
な
過
失
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
過
失
に
は
回
避
可
能
性
が
な
い
か
ら
、
売
主
は
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
に
お
け
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ

ず
、
そ
の
損
害
賠
償
の
範
囲
は
、
代
金
の
減
額
に
限
ら
れ
る
（
財
産
取
得
編
九
五
条
・
九
六
条
）
と
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
見
解
⒝
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
は
、
①
そ
れ
が
売
主
の
無
過
失
責
任
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
原
則
と
し
て
、

買
主
に
代
金
減
額
請
求
権
と
解
除
権
と
を
認
め
、
②
さ
ら
に
売
主
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
を
認
め

る
、
と
い
う
二
元
的
な
理
解
に
基
づ
く
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
民
法
の
起
草
者
が
採
っ
た
の
は
、
旧
民
法
典
の
立
場
⒝

で
は
な

く
、
当
初
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
⒜
で
あ
っ
た
。

三

現
行
民
法
典
と
梅
謙
次
郎

⑴

現
行
民
法
典
の
規
定

現
行
民
法
典
は
、
旧
民
法
典
財
産
取
得
編
に
お
け
る
一
〇
ヶ
条
か
ら
な
る
詳
細
な
瑕
疵
担
保
責
任
の
規
定
を
改
め
、
わ
ず
か
一
条
と

し
（
五
七
〇
条
）、
し
か
も
五
六
六
条
の
準
用
と
い
う
簡
略
な
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
五
七
〇
条
（
草
案
五
七
一
条
）
と
五
六
六
条

（
草
案
五
六
六
条
）
を
起
草
し
た
の
は
梅
謙
次
郎
委
員
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
規
定
を
簡
略
化
し
た
理
由
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
旧
民
法
典
や
諸
外
国
の
民
法
典
で
は
瑕
疵
担
保
に
つ
き
「
細
目
ガ
掲
ゲ
テ
ア
ル
」。
し
か
し
、
そ
の
「
細
目
」
の
中
に
は
、
一
方

で
は
、
イ
「
モ
ウ
言
ハ
ヌ
デ
モ
知
レ
タ
モ
ノ
ガ
ア
ル
」
と
と
も
に
、
他
方
で
、
ロ
「
実
行
ノ
上
ニ
於
テ
穏
カ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
規
定
ガ
ア

ル
」
と

15
）

す
る
。
そ
こ
で
、
梅
委
員
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
い
て
五
六
六
条
を
準
用
す
る
方
が
、「
実
際
公
平
デ
モ
ア
ツ
テ
極
メ
テ
簡

便
デ
ア
ル
」
と

16
）

し
た
。

⑵

梅
謙
次
郎
委
員
の
見
解

と
こ
ろ
で
、
梅
委
員
が
、
右
の
イ
で
は
な
く
、
ロ
の
「
穏
カ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
規
定
」
と
し
て
旧
民
法
典
を
実
質
的
に
改
め
た
点
は
、

全
部
で
九
つ
に

17
）

及
ぶ
。
そ
の
う
ち
、
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
点
は
、
隠
れ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
の
売
主
の
善
意
と
悪
意
の
区
別
を
否
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
民
法
典
は
、「
売

主
ノ
知
ツ
テ
居
ル
瑕
疵
ニ
付
テ
ノ
ミ
損
害
賠
償
」
が
認
め
ら
れ
、「
売
主
ノ
知
ラ
ナ
カ
ツ
タ
瑕
疵
デ
ア
レ
バ
解
除
又
ハ
代
価
ノ
減
少
」
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に
と
ど
ま
り
、「
損
害
賠
償
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
ナ
イ
」。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、「
外
国
ニ
随
分
例
ガ

18
）

多
イ
」
が
、「
本
案
ニ
於
テ
ハ
採
リ
マ

セ
ヌ
」
と

19
）

す
る
。
梅
委
員
は
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
売
主
ガ
自
己
ノ
権
利
ニ
瑕
疵
ガ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ナ
イ
デ
売
ツ
タ
場
合
ニ
ハ
、
是
ハ
何
処
迄
モ
皆
損
害
賠
償
ノ
責
ヲ
負
ハ
セ
ル
。

然
ル
ニ
物
ニ
瑕
疵
ノ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
知
ラ
ナ
カ
ツ
タ
ト
云
フ
理
由
デ
損
害
賠
償
ノ
責
ヲ
負
ハ
セ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
甚
ダ
権
衡
ヲ
得
ナ

イ
ヤ
ウ
ニ
見
エ
マ
ス
ル
カ
ラ
、
夫
レ
デ
権
利
ノ
瑕
疵
ニ
付
テ
ハ
善
意
ノ
売
主
ト
雖
モ
損
害
賠
償
ノ
責
ガ
ア
ル
ト
ス
ル
以
上
ハ
、
何
ウ
モ
物
ノ

瑕
疵
ニ
付
テ
モ
矢
張
リ
然
ウ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ル
マ
イ
。
売
主
ト
買
主
ト
其
位
置
ヲ
較
ベ
テ
見
ル
ト
ド
チ
ラ
ガ
可
哀
想
デ
ア
ル
カ
ト
云
フ
ト
、

買
主
ノ
方
ガ
丸
デ
知
ラ
ナ
イ
物
ヲ
買
フ
、
売
主
ノ
方
ハ
自
己
ノ
所
有
物
デ
ア
ツ
テ
見
レ
バ
元
来
ハ
知
ツ
テ
居
ル
ベ
キ
ノ
デ
ア
ル
カ
ラ
、
多
ク

ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
即
チ
知
ラ
ザ
ル
過
失
ガ
ア
ル
。
夫
レ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
カ
ラ
シ
テ
、
何
ウ
モ
此
ノ
場
合
ニ
損
害
賠
償
ノ
責
ガ
ナ
イ
、
斯
ウ
致

シ
タ
ノ
ハ
穏
ヤ
カ
デ
ナ
カ
ラ
ウ
ト
考
ヘ
マ
ス
」〔
句
読
点
は

20
）

筆
者
〕。

右
の
見
解
は
、
買
主
が
善
意
の
売
主
に
対
し
て
も
、
契
約
の
解
除
と
代
金
減
額
請
求
の
み
な
ら
ず
、
損
害
賠
償
を
認
め
る
根
拠
と
し

て
、
次
の
二
つ
を
指
摘
す
る
。
第
一
は
、
追
奪
担
保
責
任
に
つ
い
て
は
、「
売
主
が
契
約
の
時
に
お
い
て
そ
の
売
却
し
た
権
利
が
自
己

に
属
し
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
」
で
も
、
買
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
六
二
条
一
項
）
こ
と
と

の
均
衡
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
目
的
物
は
売
主
の
所
有
に
属
す
る
か
ら
、
売
主
は
瑕
疵
を
知
る
べ
き
で
あ
り
、
た
と
え
善
意
で
あ

っ
て
も
、
売
主
に
は
「
知
ラ
ザ
ル
過
失
ガ
ア
ル
」
と

21
）

す
る
。

第
二
点
は
、
第
一
点
と
も
関
連
す
る
が
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
と
し
て
の
代
金
減
額
請
求
を
改
め
、「
損
害
賠
償
の
請
求
」（
五
六

六
条
）
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、「
代
価
減
少
」
の
「
意
味
ガ
甚
ダ
明
瞭
デ
ナ
イ
」
こ
と
に

22
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
の

目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、「
幾
ラ
ノ
価
ヲ
減
ス
ル
其
為
メ
ニ
瑕
疵
ノ
分
量
ガ
何
分
ノ
一
デ
ア
ル
ト
カ
云
フ
ヨ
ウ
ナ
コ
ト
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ハ
余
程
評
価
仕
難
イ
」
と

23
）

す
る
。
も
っ
と
も
、
梅
委
員
も
、「
理
屈
カ
ラ
言
ヘ
バ
之
モ
担
保
デ
ア
ル
カ
ラ
純
然
タ
ル
代
価
減
少
ノ
方
ガ

宜
カ
ラ
ウ
ト
」
考
え
る
。
し
か
し
、「
実
際
ニ
於
テ
到
底
真
ノ
代
価
減
少
ト
云
フ
コ
ト
ハ
六
ケ
敷
カ
ラ
ウ
」
と
し
、「
縦
令
代
価
減
少
ト

書
テ
置
テ
モ
其
実
矢
張
リ
損
害
賠
償
ニ
帰
着
ス
ル
コ
ト
ニ
ナ
ル
デ
ア
ラ
ウ
」
と
説
明

24
）

す
る
。
要
す
る
に
、
起
草
者
は
、
論
理
的
に
は
、

買
主
の
売
主
に
対
す
る
代
金
減
額
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
が
適
切
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
、「
瑕
疵
ノ
分
量
」
を
評
価
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
た
め
、「
損
害
賠
償
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
の
梅
博
士
の
体
系
書
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
点

に
つ
い
て
は
、「
通
常
売
主
ハ
買
主
ヨ
リ
モ
善
ク
其
売
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
物
ヲ
知
レ
ル
カ
故
ニ
」、
目
的
物
に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
と
き
は

「
之
ヲ
買
主
ニ
告
ケ
而
モ
之
ヲ
買
フ
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
確
メ
」
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
、「
売
主
ハ
其
物
ニ
瑕
疵
ナ
キ
コ
ト

ヲ
保
証
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス
モ
敢
テ
過
酷
」
で
は
な
い
と

25
）

す
る
。
ま
た
、
第
二
点
に
つ
い
て
も
、「
外
国
ノ
法
律
ニ
於
テ
ハ
」
代
金

減
額
請
求
を
認
め
る
が
、「
瑕
疵
ア
ル
カ
為
メ
ニ
代
金
ノ
幾
分
ヲ
減
額
ス
ヘ
キ
カ
ハ
極
メ
テ
算
定
シ
難
キ
所
ニ
シ
テ
」、
裁
判
官
の
独
断

に
委
ね
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、「
損
害
要
償
権
ノ
ミ
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ト
シ
タ
」
と

26
）

す
る
。

な
お
、『
民
法
修
正
案
理
由
書
』
に
お
い
て
も
、「
自
己
ノ
売
渡
物
ノ
瑕
疵
ヲ
知
ラ
サ
ル
ハ
売
主
ノ
過
失
」
で
あ
り
、
こ
の
過
失
に
よ

っ
て
他
人
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
は
、
売
主
が
「
賠
償
ヲ
為
ス
ハ
至
当
ナ
リ
」
と

27
）

す
る
。
ま
た
、
民
法
起
草
委
員
を
補
助
し
た
松
波

仁
一
郎
・
仁
保
亀
松
・
仁
井
田
益
太
郎
の
三
氏
に
よ
る
『
帝
国
民
法
正
解
』
も
、
目
的
物
に
つ
い
て
は
「
売
主
ハ
買
主
ヨ
リ
モ
能
ク
知

悉
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
瑕
疵
ア
ル
ト
キ
ハ
予
メ
之
ヲ
告
知
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
ハ
固
ヨ
リ
ニ
シ
テ
」、
売
主
に
担
保
責
任
を
負
わ
せ
て

も
「
間
然
ス
ル
所
ナ
カ
ル
ヘ
シ
」
と

28
）

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
梅
委
員
の
見
解
が
、
現
行
民
法
五
七
〇
条
の
起
草
理
由
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
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四

起
草
過
程
の
検
討
に
よ
る
民
法
五
七
〇
条
の
評
価

⑴

起
草
者
（
梅
）
の
見
解
の
ま
と
め

以
上
の
よ
う
な
現
行
民
法
典
の
起
草
過
程
の
検
討
か
ら
は
、
五
六
六
条
を
準
用
す
る
五
七
〇
条
に
関
し
て
は
、
次
の
こ
と
を
指
摘
で

き
よ
う
。

ま
ず
、
起
草
者
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
債
務
不
履
行
責
任
と
同
じ
く
過
失
責
任
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
売
主
が
目
的
物
の
瑕
疵
を

知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
売
主
に
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
（「
知
ラ
ザ
ル
過
失
」）
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ

し
て
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
内
容
と
し
て
は
、
解
除
権
の
ほ
か
、
代
金
減
額
請
求
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
と
同
様
の
損

害
賠
償
（
今
日
に
い
う
「
履
行
利
益
の
賠
償
」）
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
と
解
し
て
い
た
。

右
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
は
、「
起
草
者
が
瑕
疵
担
保
責
任
を
無
過
失
責
任
と
考
え
て

29
）

い
た
」
と
の
評
価
も
存
在
す
る
。
そ
の
根

拠
は
、
起
草
者
の
い
う
売
主
の
「
知
ラ
ザ
ル
過
失
」
が
、「
何
ウ
云
フ
恕
ス
ベ
キ
事
情
ガ
ア
ラ
ウ

30
）

ト
モ
」
認
め
ら
れ
る
過
失
で
あ
る
か

ら
、「
債
務
不
履
行
責
任
を
基
礎
づ
け
る
『
過
失
』
と
同
じ
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ

31
）

な
い
」
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
起
草
者
は
、
そ

の
当
否
は
と
も
か
く
、
五
七
〇
条
に
お
い
て
は
、
代
金
減
額
で
は
な
く
、
逸
失
利
益
を
含
む
損
害
賠
償
を
認
め
る
も
の
と
し
て
の
売
主

の
「
過
失
」
を
想
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
起
草
者
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
一
般
の
債
務
不
履
行
責
任
と
同
じ
く
、
過
失
責
任
で

あ
る
と
解
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
来
栖
三
郎
博
士
に
よ
る
次
の
指
摘
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な

わ
ち
、「
民
法
典
起
草
者
は
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
売
主
の
担
保
責
任
も
権
利
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
担
保
責
任
と
同
様
、
債
務
不
履
行

の
一
般
原
則
に
従
わ
し
む
べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
、
損
害
賠
償
の
範
囲
と
し
て
履
行
利
益
の
賠
償
を
考
え
て

32
）

い
た
」。
そ
し
て
、
そ

れ
が
売
主
の
過
失
を
要
件
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
、「
権
利
の
欠
缺
に
対
す
る
担
保
責
任
の
場
合
と
同
様
に
、
売
主
の
過
失
を
必

要
と
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
」
と

33
）

す
る
。
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⑵

起
草
者
の
見
解
に
対
す
る
評
価

起
草
者
の
見
解
が
右
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
起
草
者
の
見
解
が
適
切
か
つ
妥
当
で
あ

っ
た
か
、
と
い
う
評
価
に
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
現
行
民
法
五
七
〇
条
の
起
草
に
際
し
て
、
起
草
者
に
は
、
少
な
く
と
も
、
次
の
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
旧
民
法
典
の
規
定
と
そ
れ
を
基
礎
づ
け
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
⒝
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
主
が
無
過
失
（
瑕
疵
に
つ

い
て
善
意
）
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
買
主
に
代
金
減
額
請
求
権
と
解
除
権
と
を
認
め
、
売
主
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
般

の
債
務
不
履
行
責
任
を
認
め
る
、
と
い
う
二
元
的
な
構
成
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
当
初
の
見
解
⒜
で
あ
り
、
瑕
疵
担
保
責
任
も
債
務
不
履
行
責
任
と
同
じ
過
失
責
任
で
あ
り
、
売
主

が
目
的
物
の
（
隠
れ
た
）
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
」
が
「
売
主
の
過
失
」
で

あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
と
を
一
元
的
に
構
成
し
、
過
失
を
要
件
と
し
つ
つ
、

損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
両
者
を
区
別
し
な
い
。

右
の
二
つ
の
選
択
肢
の
う
ち
、
起
草
者
が
採
用
し
た
の
は
、
後
者
の
一
元
的
構
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ボ
ワ

ソ
ナ
ー
ド
自
ら
が
述
べ
た
よ
う
な
問
題
点
が
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
瑕
疵
は
「
隠
れ
た
」
も
の
で
あ
る
か

ら
、
売
主
に
「
瑕
疵
ヲ
知
ラ
サ
ル
」
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
過
失
は
許
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
（
善
意
の
）
売
主
に
「
知
ラ
ザ
ル
過
失
」
を
認
め
る

こ
と
は
、
実
質
的
に
は
、
売
主
に
無
過
失
責
任
を
負
わ
せ
る
に
等
し
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
多
く
の
学
説
が
、
起
草
者
は
売
主
の
過
失

を
擬
制
し
て

34
）

い
る
と
評
し
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
的
確
な
指
摘
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
起
草
者
は
、
な
ぜ
旧
民
法
典
の
二
元
的
構
成
を
採
用
せ
ず
、
一
元
的
構
成
を
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
も
、
こ

れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
起
草
者
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
追
奪
担
保
責
任
と
を
基
本
的
に
同
じ
性
質
の
も
の
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と
し
て
捉
え
、
両
者
の
「
権
衡
」（
均
衡
）
か
ら
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
も
債
務
不
履
行
責
任
と
同
様
の
損
害
賠
償
を
認
め
た
の

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
述
の
来
栖
博
士
の
指
摘
の
よ
う
に
、
起
草
者
は
、「
物
の
瑕
疵
に
つ
い
て
の
売
主
の
担
保
責
任
も
権
利
の

瑕
疵
に
つ
い
て
の
担
保
責
任
と
同
様
、
債
務
不
履
行
の
一
般
原
則
に
従
わ
し
む
べ
き
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
日
で
は
、
売
主
の
担
保
責
任
を
「
権
利
の
瑕
疵
」
と
「
物
の
瑕
疵
」
と
に

35
）

分
け
、
前
者
の
「
権
利
の
瑕
疵
」
が
債
務

不
履
行
責
任
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
売
主
は
、
買
主
に
対
し
て
、
財
産
権
を
移
転
す
る
義
務
を
負
う

（
五
五
五
条
）。
し
か
し
、
売
主
に
権
利
が
な
い
場
合
に
は
、
権
利
は
買
主
に
移
転
せ
ず
、
売
主
の
財
産
権
移
転
義
務
は
果
た
さ
れ
な
い

こ
と
と

36
）

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
の
瑕
疵
に
対
す
る
担
保
責
任
（
五
六
一
〜
五
六
四
条
）
は
、
売
主
の
債
務
不
履
行
責
任
で
あ
る
と
解

さ

37
）

れ
る
。
と
り
わ
け
、
他
人
の
権
利
の
売
買
に
関
す
る
五
六
〇
条
は
、
売
主
が
、「
そ
の
権
利
を
取
得
し
て
買
主
に
移
転
す
る
義
務
を

負
う
」
こ
と
を
明
記
し
、
こ
れ
を
受
け
て
五
六
一
条
の
追
奪
担
保
責
任
も
、「
売
主
が
そ
の
売
却
し
た
権
利
を
取
得
し
て
買
主
に
移
転

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
追
奪
担
保
責
任
（
五
六
一
条
）
は
、
債
務
不
履
行

責
任
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
瑕
疵
と
、
物
の
瑕
疵
に
関
す
る
瑕
疵
担
保
責
任
（
五
七
〇
条
）

と
を
同
様
に
解
す
べ
き
か
否
か
は
、
別
個
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
起
草
者
は
、
売
主
の
担
保
責
任
を
す
べ

て
「
独
立
ノ
義
務
ト
セ
ス
権
利
移
転
ノ
義
務
中
ニ
包
含
」

38
）

し
た
。
そ
し
て
、
立
法
技
術
と
し
て
も
、「
ま
ず
権
利
の
瑕
疵
に
対
す
る
担

保
責
任
に
つ
い
て
相
当
詳
細
な
規
定
を
設
け
た
後
、
物
の
瑕
疵
に
対
す
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
五
七
〇
条
一
ヵ
条
を
設
け
る
に
と
ど

め
、
し
か
も
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
前
者
の
規
定
（
五
六
六
条
）
を
準
用
す
る
こ
と
」
と

39
）

し
た
。
こ
の
よ
う
な
起
草
者
の
選
択
が
適
切

か
つ
妥
当
で
あ
っ
た
か
は
、
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。

右
の
選
択
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
早
急
な
結
論
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
当
否
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
起

草
者
の
依
拠
し
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
当
初
の
見
解
⒜
が
ど
の
よ
う
な
見
解
ま
た
は
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
を
、
フ
ラ
ン
ス
法
に

遡
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
は
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
起
草
者
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
と
債

務
不
履
行
責
任
と
を
二
元
的
に
構
成
す
る
旧
民
法
典
お
よ
び
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
を
放
棄
し
、
瑕
疵
担
保
責
任
を
過
失
責
任
で
あ
る

と
捉
え
、
こ
れ
を
債
務
不
履
行
責
任
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
元
的
構
成
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
過
失
（「
知
ラ
ザ
ル
過

失
」）
責
任
は
、
実
質
的
に
は
、
無
過
失
責
任
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
起
草
者
が
あ
え
て
一
元
的
構
成

を
選
択
し
た
こ
と
が
、
後
の
学
説
の
対
立
と
混
乱
と
を
招
く
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
民
法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
大
正
期
以
降
の
学
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
特
定
物
の
ド
グ
マ
」
は
現
れ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
民
法
の
起
草
者
は
、
目
的
物
に
応
じ
て
瑕
疵
担
保
責
任
と
債
務
不
履
行
責
任
の
適
用
領
域
を
区
別
す
る
こ
と
を
考
え
て
は

い
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

１
）

森
田
宏
樹
「
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
七
巻
二
号
一
七
八
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）
お
よ
び
同
頁
注
（
一
）
に
引
用
さ

れ
た
文
献
参
照
。
そ
の
ほ
か
、
潮
見
佳
男
「
民
法
五
六
〇
条
・
五
六
一
条
・
五
六
三
条
〜
五
六
七
条
・
五
七
〇
条
（
売
主
の
担
保
責
任
）」
星
野
英
一

広
中
俊
雄
編

『
民
法
典
の
百
年
Ⅲ
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
三
三
七
頁
以
下
。

２
）

法
典
調
査
会
『
民
法
議
事
速
記
録
』
第
三
十
巻
（
日
本
学
術
振
興
会
版
）
三
十
ノ
七
十
。

３
）

石
田
穣
『
民
法
Ⅴ
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
八
二
年
）
一
四
五
頁
。

４
）

円
谷
峻
「
瑕
疵
担
保
責
任
」
星
野
英
一
編
『
民
法
講
座
５
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
一
八
八
頁
。

５
）

森
田
・
前
掲
注
（
１
）
二
三
六
頁
注
（
五
二
）
参
照
。

６
）

松
岡
久
和
「
数
量
不
足
の
担
保
責
任
に
関
す
る
立
法
者
意
思
」
龍
谷
法
学
一
九
巻
四
号
八
〇
｜
八
一
頁
（
一
九
八
七
年
）。

７
）

本
稿
・
序
章
注
（
20
）
参
照
。

８
）

G
.
B
o
isso

n
a
d
e,
P
ro
jet d

e co
d
e civ

il p
o
u
r l’em

p
ire d

u Ja
p
o
n
,
t. Ⅲ

,
1888,

n
°
340,

p
p
. 419-420.

９
）

旧
民
法
典
財
産
編
三
八
五
条
参
照
。
同
条
は
、
債
務
不
履
行
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

三
八
五
条

①

損
害
賠
償
ハ
債
権
者
ノ
受
ケ
タ
ル
損
失
ノ
償
金
及
ヒ
其
失
ヒ
タ
ル
利
得
ノ
塡
補
ヲ
包
含
ス
。

②

然
レ
ト
モ
債
務
者
ノ
悪
意
ナ
ク
懈
怠
ノ
ミ
ニ
出
テ
タ
ル
不
履
行
又
ハ
遅
延
ニ
付
テ
ハ
損
害
賠
償
ハ
当
事
者
カ
合
意
ノ
時
ニ
予
見
シ
又
ハ
予
見
ス
ル
ヲ
得
ヘ
カ
リ
シ

損
失
ト
利
得
ノ
喪
失
ト
ノ
ミ
ヲ
包
含
ス
。

③

悪
意
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
予
見
ス
ル
ヲ
得
サ
リ
シ
損
害
ト
雖
モ
不
履
行
ヨ
リ
生
ス
ル
結
果
ニ
シ
テ
避
ク
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
務
者
其
賠
償
ヲ
負
担
ス
。
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10
）

B
o
isso

n
a
d
e,
o
p
.cit.

(n
o
te
8),

p
. 420.

11
）

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
『
再
閲
修
正
民
法
草
案
註
釈
』
第
三
編
上
巻
八
八
〇
頁
。

12
）

B
o
isso

n
a
d
e,
o
p
.cit.

(n
o
te
8),

p
. 420.

森
田
・
前
掲
注
（
１
）
一
八
三
頁
。

13
）

本
稿
・
第
三
章
参
照
。

14
）

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
先
生
断
案
・
森
順
正
纂
輯
『
民
法
辯
疑
』（
公
文
舎
、
一
八
九
二
年
）
三
四
九
｜
三
五
〇
頁
。
な
お
、
森
田
・
前
掲
注
（
１
）
一
八
四
頁
。

15
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
二
。

16
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
二
。

17
）

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
森
田
・
前
掲
注
（
１
）
二
一
一
頁
以
下
参
照
。

18
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
三
。

19
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
四
。

20
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
四
。

21
）

梅
博
士
が
、
法
典
調
査
会
以
前
に
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
森
田
・
前
掲
注
（
１
）
二
〇
三
頁
以
下
。

22
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
四
。

23
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
五
。

24
）

法
典
調
査
会
・
前
掲
注
（
２
）
三
十
ノ
七
五
。

25
）

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
三
』（
有
斐
閣
、
大
正
元
年
版
復
刻
版
、
一
九
八
四
年
）
五
二
五
頁
。

26
）

梅
・
前
掲
注
（
25
）
五
二
六
頁
。

27
）
『
民
法
修
正
案
理
由
書
』
二
三
頁
。

28
）

松
波
仁
一
郎

仁
保
亀
松

仁
井
田
益
太
郎
『
帝
国
民
法
正
解

民
法
債
権
編
』
一
〇
〇
三
頁
。

29
）

円
谷
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
八
頁
。
な
お
、
同
「
民
法
制
定
過
程
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
論
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
八
号
一
四
頁
以
下
（
一
九
八
五
年
）
も
参

照
。

30
）

法
典
調
査
会
『
民
法
議
事
速
記
録
』
第
二
十
九
巻
（
日
本
学
術
振
興
会
版
）
二
十
九
ノ
二
百
廿
三
。

31
）

円
谷
・
前
掲
注
（
４
）
一
八
九
頁
。

32
）

来
栖
三
郎
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
八
七
頁
。

33
）

来
栖
・
前
掲
注
（
32
）
八
八
頁
。

34
）

林
良
平
「
売
主
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
」『
契
約
法
大
系
Ⅱ
（
贈
与
・
売
買
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）
一
五
七
頁
、
五
十
嵐
清
『
比
較
民
法
学
の
諸
問
題
』

（
一
粒
社
、
一
九
七
六
年
）
一
一
三
頁
注
（
５
）、
前
田
達
明
『
口
述
債
権
総
論
』（
成
文
堂
、
第
三
版
、
一
九
九
三
年
）
一
二
六
頁
。

35
）

柚
木
馨
『
注
釈
民
法
（
14
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）
一
二
六
頁
は
、
権
利
の
瑕
疵
と
物
の
瑕
疵
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
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ち
、「
わ
が
民
法
は
、
こ
の
両
者
を
一
括
し
て
売
主
の
担
保
責
任
な
る
一
個
の
制
度
の
う
ち
に
こ
れ
を
並
列
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
は
も
と
も
と
別
個
の
制
度
と

し
て
別
個
の
系
譜
を
持
ち
、
西
欧
の
法
制
も
多
く
こ
れ
を
別
異
に
規
定
し
て
い
る
」
と
す
る
。

36
）

来
栖
・
前
掲
注
（
32
）
五
三
頁
。

37
）

柚
木
馨

高
木
多
喜
男
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
14
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
一
九
二
｜
一
九
三
頁
〔
高
橋
眞
執
筆
〕。

38
）

梅
・
前
掲
注
（
25
）
四
八
六
頁
。

39
）

柚
木
・
前
掲
注
（
35
）
一
二
六
頁
。

【
付
記
】

淡
路
剛
久
教
授
と
の
出
会
い
は
、
一
九
七
九
年
の
後
期
、
私
が
法
学
部
の
一
年
生
の
時
に
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
の
年
か
ら
立
教
大
学

法
学
部
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
社
会
人
入
試
を
始
め
る
と
と
も
に
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
大
き
な
変
更
を
行
い
、
民
法
も
、
一
年
次
後
期
に
不
法

行
為
の
講
義
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
記
念
す
べ
き
第
一
回
の
淡
路
教
授
に
よ
る
不
法
行
為
の
講
義
を
大
教
室
で
聴
い
た
と
き
の
感

激
は
、
い
ま
だ
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
受
講
者
が
約
五
〇
〇
名
と
い
う
大
教
室
の
講
義
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
淡
路
教
授
は
、

私
を
見
出
し
、
二
年
次
の
は
じ
め
に
は
研
究
者
へ
の
道
を
示
唆
し
て
下
さ
っ
た
。
以
来
二
八
年
間
に
わ
た
っ
て
、
公
私
と
も
に
拙
い
私
を
励
ま

し
、
導
い
て
下
さ
っ
た
淡
路
教
授
の
恩
に
は
、
報
い
る
こ
と
が
で
き
ず
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
未
完
の
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
私
の
最
初
の
論
文
（
修
士
論
文
・
一
九
八
七
年
）
で
あ
る
「
契
約
の

相
対
的
効
力
と
特
定
承
継
人
の
地
位
」（
後
に
民
商
法
雑
誌
一
〇
〇
巻
一
〜
六
号
に
五
回
に
わ
た
っ
て
連
載
）
の
基
調
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
折
り
に
、
わ
が
国
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
破
毀
院
全
部
会
一
九
八
六
年
二
月
七
日
判
決
の
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
転

回
が
本
稿
の
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
稿
は
、
私
の
研
究
者
と
し
て
の
出
発
点
に
立
ち
返
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
論
文
の
将
来
に
お
け
る
完
成
を
い
わ
ば
停
止
条
件
と
し
て
、
淡
路
剛
久
教
授
に
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
た
い
。
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